
火災保険等加入方法 

        区  分 

 

保険の対象工事 

保険の種類 保険の金額 

１ 全 て の 工 事 法定外の労災保険 ― 

２ 建築工事・建設工事 

  （基礎部分を除く事が出来る） 
建設工事保険 

工事請負金額 

（基礎除く事が出来る） 

３ 電気工事 
火災保険又は 

組立保険 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負金額 

４ 給排水工事・管工事 
火災保険又は 

組立保険 

５ 空調工事 
火災保険又は 

組立保険 

６ 畳工事 火災保険 

７ エレベータ工事 
火災保険又は 

組立保険 

８ 汚水処理場建設工事 
火災保険又は 

組立保険 

９ 改修工事 
２～８に該当する 

保険 

１０上記以外で特に定めるもの 
工事の種類に応じ

た保険 

１１取壊し工事 不要（法定外の労災保険のみ付保） 

 

保険の期間 
火災保険、その他損害 

保険加入届出書の提出時期 
保険金受取人 

始期 資材の現場搬入の日から 

終期 目的物の引渡しの日まで 

通常、契約上の工事完成期日経過後 

14 日間とするが、引渡し日が保険期間

を超える場合は延長すること。 

保険加入後速やかに 

（保険証書の写し添付） 
請負業者 

 


